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重 要 事 項 説 明 書

指定短期入所生活介護事業所

あなたに対する居宅サービス提供開始にあたり、厚生省令３７号第１２５条に基づいて、当事業者があなたに説明すべ

き事項は次のとおりです。

１．事業者

事業者の名称 社会福祉法人みなせ福祉会

法人所在地 湯沢市皆瀬字小野１８８番地１

代表者氏名 理事長 兼子 賢一

電話番号 ０１８３（５８）４００４

２．ご利用施設

施設の名称 指定短期入所生活介護事業所

施設の所在地 湯沢市皆瀬字小野１８８番地１

管理者名 小南 智子

電話番号 ０１８３（５８）４００４

ファクシミリ番号 ０１８３（４６）２９００

３．ご利用施設であわせて実施する事業

事業の種類 指定年月日 秋田県知事の事業者 利用定数

指定番号

施設 指定介護老人福祉施設 平成１６年１１月１日 ０５７２８５０８９９ ６０名

居宅 指定通所介護（地域密着） 平成３０年 ６月１日 ０５９０７００１９１ １８名

指定短期入所生活介護 平成１６年１１月１日 ０５７２８１０４８９ １０名

指定居宅介護支援事業 平成１６年１１月１日 ０５７２８１０５６２

４．事業の目的と運営方針

事業の目的 地域福祉、在宅福祉の中核施設としての専門性、社会性、機能性等を有効に活用し、利用者一人ひとりの人

権・人格を尊重し、身体的、精神的健康の保持向上に努め、施設生活全般において適切な援助及び介護を行

い、生活の場としての快適な環境づくりに努める。

運営の方針 １）人間愛に満ちた健全な施設と環境整備を図り、受容と共感を基軸とした介護援助により、利用者の尊厳

ある生活が営めるよう努める。

２）老人福祉施設の使命を自覚し、地域との交流を深めながら住民との一体感ある施設づくりに努める。

３）施設職員として、常に専門性に裏付けられた資質と処遇技術の向上を図る。

５．施設の概要

（１）敷地面積 １７，６３４㎡

（２）施設本体面積 ３，８３０．２５㎡ 耐火構造（鉄筋コンクリート平屋建）

（３）主な設備

設 備 室 数 面 積（㎡） 備 考

居室 １人部屋 １０ １２１．００ １人あたり面積 15.125 注）指定基準は１人当たり

４人部屋 １５ ５５３．８０ 〃 10.650 10.65㎡以上

食堂 １ １２１．６９ 同一使用場所 秋田県条例

機能回復訓練室 １ ２３８．５２ 「指定介護老人福祉施設の

浴室（一般浴室・特別浴室） １ ８５．４８ 特殊浴槽１台 人員、設備及び運営に関す

医務室（静養室含） １ ３９．０４ る基準」

ホール １ ４２．２４



- 2 -

６．職員体制（主たる職員） （令和６年 ４月現在）

基準 配置 雇 用 形 態

職 種 別 職 名 数 人員 常 勤 非常勤 保有資格・その他備考

(人) (人) 正職員 準・ 臨

施 設 長 １ １ １ 社会福祉士

生活相談員 １ １ １ 社会福祉士(介護支援専門員兼務)

介護職員 介護長 １ １ １ 介護福祉士１名 注）介護職員 計22名

副介護長 ２ ２ ２ 介護福祉士２名 ショートスティ人員含

リーダー ２ ２ ２ 介護福祉士２名 む

介護員 １６ 男７ ４ ３ 介護福祉士５名

女９ ６ １ ２ 介護福祉士７名 介護職員及び看護職員

看 護 師 ３ ４ ３ １ 看護師3名､准看護師1名（機能訓練指導員兼務）） の総数利用者３：職員

介護支援専門員 １ １ １ 介護員兼務 １

管理栄養士 １ ２ ２ 管理栄養士

技 術 員 １ １ 介助員扱い（送迎・営繕等）

医 師 嘱 託 医 １ １ １ 湯沢内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ（内科他）

７．職員の勤務体制

従事者の職種 勤 務 体 制 勤 務 時 間 帯 その他備考

施 設 長 月～金（４週８休） ８：３０～１７：３０

生活相談員 月～金（４週８休） ８：３０～１７：３０

介護支援専門員 月～日（４週８休） ８：３０～１７：３０

介護職員 変則交代制（４週８休）

（１）日勤 ８：３０～１７：３０

（２）早早番 ６：００～１５：００

（３）早番 ７：００～１６：００

（４）遅番 １０：００～１９：００

（５）遅遅番 １２：００～２１：００

（６）夜勤 ２０：４５～翌７：１５

看 護 師 変則交代制（４週８休） 8:00~17:00 夜間については、交代で自宅待機を行いま

早番、日勤、遅番 8:30~17:30、9:45~18:45 す。

管理栄養士 月～金（４週８休） ８：３０～１７：３０

技 術 員 月～金（４週８休） ８：３０～１７：３０

嘱 託 医 毎週１回 火曜日回診 １３：００～１４：００ 緊急の場合は、雄勝中央病院へ紹介します。

８．施設サービスの概要 （１）施設の日課表

時間 ／曜日 月 火 水 木 金 土 日

６：００ 起床介助

７：３０ 朝食介助

８：００ 職員引継

９：００ ｵﾑﾂ交換① トイレ

１０：００ 特浴介助･水分補給 一般浴介助 特浴介助 特浴介助 一般浴介助 特浴介助 居室整備

１１：００ Ý

１２：００ ｵﾑﾂ交換② トイレ 〃 〃 〃 〃 〃

１３：００ 昼食介助

１４：００ ｵﾑﾂ交換③ トイレ

１５：００ 特浴介助、売店 特浴介助・嘱託医回診 リネン 特浴介助 特浴介助 ふれあい活動 ふれあい活動

１６：００ 水分補給 Ý 消毒・清掃 〃 〃

１８：００ ｵﾑﾂ交換④ トイレ

１９：００ 夕食介助
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２０：００ 就寝準備

２１：００ 就前薬投与

ｵﾑﾂ交換⑤ トイレ

～２３：００ 消灯・巡視

～ ５：００ 巡視

ｵﾑﾂ交換⑥ トイレ

（２）介護保険給付サービス内容

介護度に応じた短期入所生活介護計画を作成し、利用者の承諾のもと計画に応じた介護サービスを提供します。

又、利用者の状態に合わせ随時計画書の見直しを行います。

【介護・処遇全般】

・車椅子等の介護用具を活用し、「寝食分離」を基本に活動－就寝・静養の生活リズムをつけて、「寝かせきり」になら

ない介護を目標としています。

・医療と介護との密接な連携により、医療面での管理比重の高い方でも、安心して生活出来るよう努めます。

①食 事

・栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。

・食事は出来るだけ離床して食堂で、みんなでいただくように配慮します。

・利用者の咀嚼・嚥下の状態に応じた食事介助を心掛けます。

・食事をする場所（食堂）が心のふれあいと楽しく食事が出来る環境づくりを工夫していきます。

・食事時間 朝食 ７：３０～８：３０ 昼食 １２：００～１３：００

夕食 １８：００～１９：００

あくまで標準時間ですので、利用者にあわせてゆっくり召し上がってもらうよう努めます。

・その他、月一回の選択メニュー・年一回の嗜好調査を実施します。

・個人の要望にそって、食事の開始時間、メニュー、食事場所等にお応えするよう努めます。

・毎食後に口腔ケアの声かけや介助を行います。

②排泄介護

・心身の状況に応じ、適切な方法で、排泄の自立をめざします。

トイレ介助は、オムツ使用の方でも尿意がある限りなるべくオムツが外れるよう工夫し、又、出来るだけオムツを使用

せず過ごせるように援助します。（定期標準誘導６回 訴え時随時対応）

・オムツ交換は、毎回排泄物の観察、清拭を行い清潔感を保ち、プライバシーに配慮するなど心を傷つけないように努め

ます。 （定期交換標準６回 随時対応可能）

③入浴や清拭

・特殊浴槽・一般浴槽を活用し、利用者に合った入浴方法で、安全に入浴出来るよう援助します。

・基本的には、週２回の入浴日設定ですが、入浴日に入浴出来なかった場合でも、入浴可能となった時点で、入浴出来る

体制をとります。（夏場はシャワー浴が毎日可能です）

・身体状況等により入浴が困難な場合は、清拭を実施。（随時実施します）

④更 衣

・起床時には着替えと整容を、就寝時にも着替えの介助を行います。ただし、自分でできないところのみの介助を行いま

す。

・ご本人の要望に添った着衣の選択などにもお応えします。

⑤機能訓練

・多職種協働で生活リハビリを行い、身体・精神機能の維持向上に努めます。

⑥相談援助・苦情の受付
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・入所者や必要に応じて家族に対して生活・介護・環境等に関する相談・助言を提供します。

（施設相談窓口）受付担当：生活相談員 佐藤咲子

・苦情に対応する常設の窓口

（施設苦情窓口）受付担当：生活相談員 佐藤咲子 （苦情解決責任者）施設長 小南智子

苦情処理を行うための処理体制

1.「相談・苦情受付簿」に記載する。

2.関係者及び部署等より苦情についての事実確認を行う。

3.関係者及び部署等との協議・連携により対応内容を検討し、管理者の決裁を受ける。

4.苦情の改善について、相談者に説明し、対応内容も受付簿に記録しておく。

・施設外苦情申立窓口

秋田県国民健康保険団体連合会 電話 ０１８－８２６－６８６４

湯沢市福祉事務所 介護保険班 電話 ０１８３－７３－２１１１

湯沢市役所 皆瀬総合支所市民ｻｰﾋﾞｽ班 電話 ０１８３－４６－２１１１

湯沢市役所 稲川総合支所市民ｻｰﾋﾞｽ班 電話 ０１８３－４２－２１１１

湯沢市役所 雄勝総合支所市民ｻｰﾋﾞｽ班 電話 ０１８３－５２－２１１１

秋田県運営適正化委員会 電話 ０１８－８６４－２７２６

⑦健康管理

・看護師が毎日、健康チェックを行い早期対応・効果的介護に努めます。

・基本的な感染症予防対策を行い、利用者の健康を守ります。

＊事業継続計画（BCP）感染症編（入所系）に沿った対応、研修、訓練を行います。

⑧生活サービス

・寝具は、リース契約にて週一回の交換で清潔さを保ちます。（汚れた時は、随時交換可能）

・居室の清掃、施設内での可能な洗濯は毎日担当職員が実施します。

⑨社会的便宜の提供

・日常生活上必要な行政機関等の諸手続きで利用者・家族が対応困難な場合の代行手続きを行います。

・利用者の年金や金銭の管理を行います。（別途預り金管理委託契約書に基づく）

・地元商店に委託し、毎週金曜日に移動売店を開いており、菓子類等の購入が出来ます。

・レクリエーション・行事・クラブ活動を提供し、生きがいづくりに努めます。

（ ふれあい活動とは、利用者と介護職員との関わりを深める目的の個別ケアを意味します）

⑩その他

・近隣の小中学校のボランティアの受け入れ及び幼稚園・保育所との交流する機会を提供し、楽しんでいただきます。

・利用者への宅配便・郵便物の取次等を行います。

・各個人用ベット・全てのトイレ・浴室にナースコールを備えてあります。

・湯沢市介護相談員が、ご利用者の話し相手・相談相手として施設に来所しています。

（３）介護保険給付外サービス

①理髪・美容

・１ヶ月に一回（第四月曜日）に、地元理容組合の出張による理髪サービスをご利用いただけます。

又、希望があれば、適時近隣の理髪店に出向いて行えるよう便宜を図ります。

②利用中の預かり金の管理

・入所中の「小遣い」として、金銭の一時預かり金の保管サービスがあります。（３，０００円程度）

このサービスには、金銭出納管理をするに必要な代理権（日用品等の代金支払い、医療費支払い等）も含まれています。

管理運営については、「シャイントピアみなせ 預かり金管理基準」に基づいて行います。

９．利用料
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（１）保険給付（１日当たり） 区 分 利用料 （＊介護・看護職員の配置 ３：１に基づく１日当たりの単価）

介護報酬の告示上の額（併設型短期入所生活介護費の１割とその他の自己負担となる利用料の合算額）

（多床室利用）

１．利用者の要介 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

護度と保険給付額 ４，７３０円 ５，８３０円 ６，２５０円 ６，９４０円 ７，６７０円 ８，３７０円 ９，０６０円

２．ｻｰﾋﾞｽ利用に

係わる自己負担額 ４７３円 ５８３円 ６２５円 ６９４円 ７６７円 ８３７円 ９０６円

３．滞在費(居室分） 一日当たり ９１５円

４．食事に係わる 一日当たり １，４４５円

自己負担額 （朝食 ４００円・昼食 ５２０円・夕食 ５２５円）

５．自己負担額

合 計 ２，８３３円 ２，９４３円 ２，９８５円 ３，０５４円 ３，１２７円 ３，１９７円 ３，２６６円

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円含む

（従来型個室利用）

１．利用者の要介 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

護度と保険給付額 ４，７３０円 ５，８３０円 ６，２５０円 ６，９４０円 ７，６７０円 ８，３７０円 ９，０６０円

２．ｻｰﾋﾞｽ利用に

係わる自己負担額 ４７３円 ５８３円 ６２５円 ６９４円 ７６７円 ８３７円 ９０６円

３．滞在費(居室分） 一日当たり １，２３１円

４．食事に係わる 一日当たり １，４４５円

自己負担額 （朝食 ４００円・昼食 ５２０円・夕食 ５２５円）

５．自己負担額

合 計 ３，１４９円 ３，２５９円 ３，３０１円 ３，３７０円 ３，４４３円 ３，５１３円 ３，５８２円

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円含む

＊この他、一月当たりの総単位数に介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）１４％が加算されます。（R6.6.1～）

＊居室・食事について所得に応じた負担軽減があります。送迎を利用した場合は、送迎加算１８４円（片道）がかかります。

＊負担割合が２割・３割の方は割合に応じて利用料金が変わります。

（２）（１）以外のサービス提供に伴う報酬の加算について

区 分 送迎加算 自宅から施設までの片道の送迎費用が加算されます。

保険給付額 （片道）１，８４０円×（往復）２＝３，６８０円

自己負担額（保険給付の１割） ３６８円（往復）

（３）保険給付以外の利用料

区 分 利 用 料 （自宅：居住地からが基準になります）

送迎費用 施設の通常送迎を行う実施地域（湯沢市及び雄勝郡）以外の地域から施設利用される方からの送迎費用

①実施地域から片道１０キロメートル未満 ７００円

②実施地域から片道１０キロメートル以上 １，５００円
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理容・美容 理髪サービス１回１，５００円

１０．協力医療機関と医療

（１）医療機関の名称 湯沢内科循環器科クリニック

院長名 山本 久（嘱託医）

所在地 湯沢市沖鶴２１５番地１

診療科目 内科・循環器科・呼吸器科

入院設備 病床なし

協力契約の内容 ①利用者への定期的な診察（回診）

（週一回 ２時間）

②利用者が急変した場合の緊急対応措置

③利用者が入院が必要となった場合の他医療機関への紹介

（協力病院：雄勝中央病院）

（２）入所者の医療 １．病気やけがの治療は施設の嘱託医または利用者が選択する医療機関で受けていただくことに

なり、医療費は医療保険制度で支給される以外の費用は利用者の負担となります。

但し、検査及び短期間の入退院の手続きや送迎については、利用者の介護支援専門員を通じ

て調整を図っていただきます。

２．通院時の付き添いは、ご家族の責任においてお願いします。ご家族で付き添いが困難な場合

は、利用者の介護支援専門員を通じて、通院付き添いの調整を図っていただきます。

１１．非常時災害時の対策

非常時の対応 別に定める「シャイントピアみなせ 消防計画」により対応します。

非常通報の体制 非常通報体制は全職員での連絡体制を確保しています。

近隣との協力体制 皆瀬村消防団第二分団（菅生部落）と、年一回の「総合防災訓練」を通して応援協力体制を確

保しています。

平常時の訓練と防災設備

別に定める「シャイントピアみなせ 消防計画」により、年２回以上夜間及び昼間を想定した

避難訓練を、利用者の方も参加して実施します。

防災設備の概要 【主な消防用設備】

・消化器 ２０本 ・屋内消火栓設備 １２カ所 ・防火扉 ４カ所

・自動火災報知器 ・非常警報設備 ・誘導灯、誘導標識 ・自家発電設備

＊事業継続計画（BCP）自然災害編（入所系）に沿った対応、研修、訓練を行います。

１２．当施設ご利用の際に留意いただく事項点

①事故発生時の対応

利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族に連

絡を行うとともに、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡す

る等必要な措置を講じます。

又、事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

事故補償 施設サービス提供上、不可抗力的に生じた損害、事故の補償については、利用者・施設双方で協議する

こととします。

尚、当施設は「社会福祉施設総合賠償補償共済制度：しせつの共済」に加入しています。

②来訪・面会 来訪者は、面会時間を遵守し「面会カード」を記入の上、職員に届けて下さい。

面会時間の設定：概ね午前８時３０分から午後７時迄の間と致します。

③外 出 外出の際には、必ず行く先と施設に戻られる予定時間を職員に申し出て下さい。

④居室・設備・器具の使用
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施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。

⑤喫煙・飲酒 喫煙は所定の場所に限らせて頂きます。

尚、飲酒については、当施設では「行事」の際に楽しんで頂くことにしておりますが、個人の嗜好は尊

重いたします。

⑥迷惑行為 けんか、暴行、中傷、口論など他人に対する迷惑行為はしないで下さい。

⑦所持品の管理 利用時に「物品預り表」を確認していただきます。尚、原則的に所持品は日常生活用品に限り、貴重品

は避けて頂きます。

⑧現金等の管理 現金等の管理を施設に依頼される場合は、施設に預けることが出来ます。

管理する金銭の限度額：短期入所の期間の範囲において、日常生活に必要な最小限の受け払いを代行致

します。

お預かりするもの ：入所中の小遣い程度（２週間で３，０００円位とお考え下さい）

保管場所 ：現金（保管責任者 庶務事務員／保管場所 事務室大金庫）

保管管理者 ：事業所管理者が責任を持って管理します。

但し、利用者との利用契約期間が終了した場合は、直ちに入所者及び身元引受人にお引き渡し致します。

⑨宗教活動・政治活動

施設内で他の人に対して、自身の信心している宗教活動や政治活動を強要しないで下さい。

１３．利用契約期間等

利用契約の詳細は契約書、運営規程等にもとづき開始されます。

また契約書、運営規程上の契約の解除項目に該当する場合は契約が終了することになります。

主な例は、以下の通りです。

①利用料の滞納や伝染性疾患の羅患と治療上の必要性、利用者本人の行動による他の利用者への影響等

②介護認定の更新による要介護認定非該当の結果の場合

１４．第三者評価について 当施設では実施しておりません。

私は、本書面に基づいて短期入所生活介護サービス契約書乙の職員（職名 生活相談員 氏名 佐藤咲子）から上記

重要事項の説明を受け、当該施設から短期入所生活介護サービスの提供を受けることについて同意の上、受領しました。

令和 年 月 日

利 用 者 住 所

氏 名 印

＊署名代行は身元引受人又は成年後見人及び地域権利擁護制度で指定する生活支援員に限る。

利用者の身元引受人等 住 所

氏 名 印
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